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仕 様 書 
 

１．医療センターの概要 

 （１）施 設 名     近江八幡市立総合医療センター 

 （２）所   在     近江八幡市土田町１３７９番地 

（３）施設の構造     鉄筋コンクリート造 かわらぶき ５階建 

              延床面積：３１，７１８．８３㎡ 

 （４）病 床 数     ４０７床（一般４０３床、感染４床） 

 （５）職 員 数     ９３６人［令和８年４月１日現在］ 

＊病院職員（正規・会計年度・再任用）のみ 

（６）平均患者数［令和７年度実績］ 外来患者数：１日あたり ８９０人 

                    入院患者数：１日あたり ３２２人 

 

２．該当施設の概要 

（１）場   所     近江八幡市立総合医療センター １階 

 （２）面   積     レ ス ト ラ ン： ８４．２２㎡ 

              職 員 食 堂： ９２．４７㎡ 

      厨房・厨房前室： ３９．５３㎡ 

その他(ＰＳ等)：  ９．５２㎡ 

              売     店：１３４．３４㎡ 

（３）席   数     レストラン：４２席（６人用テーブル×１、４人用テーブル×９） 

              職 員 食 堂：６６（６人用テーブル×９、４人用テーブル×３） 

              ※上記席数は現在保有しているテーブル台数からの最大数です。 

 

３．契約の形態 

  近江八幡市立総合医療センター（以下、「医療センター」という。）と事業者との間で、施設賃

貸借契約を締結します。 

 

４．事業期間 

   令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日まで 

   ＊現行事業者（レストラン・職員食堂運営事象者およびコンビニエンスストア運営事業者）

との契約期日は令和８年９月３０日までとなっている。レストラン及び職員食堂について

は契約期間満了後１週間以内、コンビニエンスストアについては契約期間満了後３週間以

内に撤退することとしており、現行事業者撤退後、できる限り速やかに出店（開店）する

こと。また、本店舗設置までの間において、仮店舗の設置を行うこと。なお、仮店舗につ

いては、上記２（２）の範囲で設置すること。 

 

５．営業時間、営業日及び休業日に関する条件 

 （１）営業時間及び営業日は以下の通りを必須とする。 

     レストラン  平 日… ９：００～１５：００ 土日祝は休業 

     職 員 食 堂  平 日…１０：００～１５：００ 土日祝は休業 

     売   店  平 日… ７：００～２２：００  

            土日祝… ７：００～２０：００ 
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（２）医療センターが必要と認めた場合、営業時間又は営業日の変更を要請することがある。 

（３）ゴールデンウィークや医療センターの休診日である年末年始におけるレストラン及び職 

員食堂の営業については、休業としても可とする。 

  

５．営業内容に関する条件 

 （１）レストラン 

   事業者は以下のいずれかを選択して提案すること 

    Ａ．レストラン       食事提供を主とする飲食店 

    Ｂ．カフェ         飲料・軽食を主とする店舗 

    Ｃ．レストラン併設カフェ  ＡとＢの複合型 

    

   ①メニューは事業者の提案によるものとするが、減塩食やヘルシー食等、健康に配慮したメ

ニューの提案を含むこと。注文後すぐに提供できるようなメニューの提案も含むこと。 

   ②酒類の提供・販売を行わないこと。 

   ③レストランは利用者の負担を減らすようなサービス提供を行うこと。 

   ④車いすや点滴スタンド等の利用者への配慮・対応をすること。 

 

（２）職員食堂 

   ①メニューは事業者の提案によるものとするが、減塩食やヘルシー食等、健康に配慮したメ

ニューの提案を含むこと。注文後すぐに提供できるようなメニューの提案も含むこと。 

   ②酒類の提供・販売を行わないこと。 

   ③セルフサービス方式とし、レストランよりも安価な価格設定とする。 

   ④入院患者の付添人向けの付添食及び職員向けの弁当について提案し、要請に応じて各病棟

スタッフステーションに配達するサービスを提供すること。 

   ⑤営業時間外も職員が利用できるように対応すること。 

   ⑥職員の休憩場所としての使用を許可しているため、コンビニで購入した飲食物など持ち込

みの飲食等が行われる場合がある。 

 

 （３）売店 

   ①取扱商品は通常のコンビニエンスストアと同程度とするが、以下の商品も取り扱うものと

する。 

    ア．入院生活に必要な日用品類 

    イ．医療センターが取扱いを要請する商品（資料①衛生材料リスト） 

      ＊患者様に必要な医療消耗品であるため、仮設店舗を設ける場合においても必ず取り

扱うこと。 

    ウ．入院セットの提供。 

      ＊セット内容については複数のセット対応が可能であること。（医療センターと協議

の上、最終的な決定を行う）。セットのみでなく単品、１日のみでの利用も可能で

あること。 

       ４階に倉庫を１箇所設置しており、そこから各病棟へ配布を行うこと。（病棟の設

置場所はそれぞれ異なるため決定後に協議を行います） 

       提供料金は、入院セット毎に個別に日額を設定すること。 

利用案内については、医療センター入院説明時の資料に含めて配布するため、個別

に詳細説明が不要な案内を作成し必要部数を納めること。 

利用に際しては、利用者と事業者が契約を行い、利用終了後 2 週間以内に利用者に

対して事業者が提供料金を請求すること。なお、利用申し込みの受付、問い合わせ

等についての対応は事業者で行うこと。 

収納事務を委託することは認めるが、医療センターは料金収納については関与しな
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い。なお、収納方法については、利用者の利便性に配慮すること。 

上記以外の運用に関しては職員の負担が軽減できる方法を提案すること。ただし、

運用の詳細については事業者決定後に協議の上決定する。 

    エ．その他事業者が提案する商品 

   ②次の商品の販売は禁止する。 

    ア．酒類 

    イ．たばこ、喫煙に要する器具 

    ウ．青少年の健全な育成に障害を及ぼす図書等（いわゆる風俗雑誌等） 

    エ．マッチ、ライター、燃料類（固形・液体を問わず） 

   ③次の付加的なサービスを提供すること。 

    ア．イベントチケット等の発券機 

    イ．ＡＴＭ（地方銀行にも対応し、売店営業時間内であればいつでも取扱いできること。） 

    ウ．公共料金等の収納代行 

    エ．宅配便サービス 

    オ．郵便サービス（切手・ハガキの販売等） 

    カ．その他事業者が提案するサービス 

   ④その他 

ア． 職員向けに食料品自動販売機（カップラーメン、菓子等）の設置運営を行うこと。設

置場所は２か所（職員向け）。（管理エリアラウンジおよびバックヤード） 

イ． 食料品自動販売機においては、軽食となり得る商品を含むこと。 

ウ． 飲料用自動販売機の設置運営を行うこと。設置場所は２か所。（救急外来待合（患者

向け）、バックヤード（職員向け）） 

エ． マスクの販売機を救急入口に１台以上、設置すること。 

オ． １階ラウンジ（街の駅）の整理整頓等も行うこと。なお、ごみの回収は医療センター

が委託している事業者が実施する。 

 

６．その他の条件 

 （１）出店時はもとより、開店後も利用者へのサービス向上のため、医療センターと運営にかか

る協議を行い、改善に努めること。 

 （２）借地契約部分について、目的外使用や他の者への転貸をしないこと。 

 （３）借地契約部分の外装・内装を変更する場合、院内の色調と調和をはかること。 

 （４）借地契約部分の内外装・電気等の工事を行う場合、事前に医療センターと協議のうえ工事

契約書等を提出すること。なお、病棟消灯時間帯及び平日の診療時間帯での騒音や振動が

発生する工事は認めない。 

 （５）売店は医療センターの正面付近にあるために外観上好ましくないことから、換気扇やダク

トの新設を認めない。また、換気扇、ダクトの不要な機器については設置可能であるが、

店舗付近を来院者が多く通行するため、臭気等についても配慮を行うこと。 

 （６）借地契約部分以外の通路等には看板やゴミ箱等を置かないこと。壁付け（立体的）タイプ

の看板（サイン）についても、原則不可とする。 

（７）現在の売店運営事業者の出店時における工事区分については資料集「資料２現行コンビニ

エンスストア出店時の工事区分表」のとおりである。契約書に基づき現状回復が基本であ

るものの、「残置」欄の○印については設置した事業者による撤去を前提とするが、次の

事業者が引き続き使用を希望する場合は、事業者の決定後に両者で協議すること。 

また、契約終了時（契約期間の途中撤退含む）には、現契約と同様、原状回復を基本とす

るが、医療センターの承認を得た場合はこの限りではない。 

 （８）食材や商品等の搬入時間及び経路については、医療センターの指示に従うこと。 

 （９）従業員の接遇研修をはじめ、衛生管理（食中毒・異物混入等の未然防止）研修等を常に行

い、良好なサービスの提供を行うこと。 
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 （10）医療施設のため、災害時には多数の被災者等を受け入れる場合もあり、施設使用制限や食

料等の提供（後日、費用は医療センターが負担）等を求めることがある。原則は、協議で

決定することとするが、災害対応で緊急に依頼する場合もある。また、防災訓練等、病院

事業への協力をお願いすることがある。（依頼時には事前協議します）。 

 

７．賃貸借料 

 （１）賃貸借料は、レストラン・職員食堂・売店等の毎月の総売上額を基に事業者の提案する率

を乗じた額とする。ただし、切手、ハガキ、プリペイドカード、印紙等、宅配便や各種公

共料金等の取次サービス、レジ袋、マスク（自動販売機）、新聞、雑誌、書籍、特殊医材

衛材等仕入れ価格と販売価格がほぼ同額（薄利）の物については、総売上額から差し引い

てもよいこととする。差し引きを希望する場合は決定後、差し引き希望品リストの提出を

うけ協議により決定する。 

（２）上記の額及び算出根拠を翌月１５日まで（１５日が医療センターの休診日と重なる場合は、

翌診療日）に納付報告書として医療センターに報告し、医療センターが発行する請求書を

基に同月末日までに医療センターが指定する銀行口座に振り込むこと。 

（３）企画提案後又は契約期間中、医療センターが正当な理由があると認める場合には賃貸借料

率の見直しに関する協議を行う場合がある。 

 

８．経費の負担 

（１）医療センターが保有する備品（資料３備品一覧）は無償で貸与するが、レストラン・職員

食堂・売店の開店及び運営に関して、これら以外に必要な設備・機器、家具、什器類等に

ついては事業者の負担とする。    

（２）個別メーターによる光熱水費（上下水道・電気・ガス）の検針結果に基づき３ヶ月毎に請

求するので、請求のあった月末までに医療センターが指定する銀行口座に振り込むこと。 

   各自動販売機においても個々に検針できるようメーターの設置を行うこと。 

（３）消耗管球の交換、店舗内清掃、廃棄物の処分費、換気フード・エアコンフィルター等の清

掃・交換等については、「資料４清掃等保守区分表」に基づき実施・費用負担すること。 

（４）レストラン及び職員食堂には既設の内線電話があるが、外線電話（ファックス、その他の

通信回線を含む）を敷設する際の工事費及び通信料は事業者の負担とする 

（５）契約期間終了後の現状回復にかかる経費は事業者の負担とすること。 

 （６）雇用する従業員が駐車場の利用を希望する場合は、申請に基づき医療センターの駐車場使

用許可証を発行する。 

近江八幡市病院事業使用料及び手数料条例に基づき、許可証を発行された従業員一人当た

り５１０円／月を医療センターが指定する銀行口座に振り込むこと。条例改定等により金

額等の変更があった場合は準じて変更する。 

    駐車場に限りがあるため、近隣（おおよそ 2㎞以内）に在住の職員については、できる限

り自動車以外での通勤とすること。許可を受けた従業員の駐車については、建物西側の職

員駐車場または、ヘリポート横または、こども園横の駐車場を使用すること。 


